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(57)【要約】
【課題】胎盤増殖因子発現促進用組成物、育毛促進用組成物、ミノキシジル含有組成物の
発毛作用を補完する為の組成物、及び硫酸転移酵素１Ａ１遺伝子発現促進用組成物を提供
することを課題とする。
【解決手段】（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；（Ｂ）ピリ
ドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び（Ｃ）トコフェロール、トコフ
ェロールの誘導体、又はそれらの塩を含有する胎盤増殖因子発現促進用組成物を調製する
。さらには、（Ａ）成分～（Ｃ）成分を含む、育毛促進用組成物、（Ａ）成分～（Ｃ）成
分を含む、ミノキシジル含有組成物の発毛作用を補完する為の組成物を調製する。さらに
、（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；又は（Ｂ）ピリドキシ
ン、ピリドキシンの誘導体、それらの塩；を含有する、硫酸転移酵素１Ａ１遺伝子発現促
進用組成物を調製する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
から成る群より選択される１種又は２種以上を含有する、胎盤増殖因子発現促進用組成物
。
【請求項２】
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
を有効成分として含む、育毛促進用組成物。
【請求項３】
　前記育毛促進が、毛髪のハリ・コシの減退、量の減少、ボリュームの低下、又は細化の
症状の進行防止又は予防である、請求項２に記載の育毛促進用組成物。
【請求項４】
　前記育毛促進が、発毛後の毛を伸長させること、発毛後の毛を太くすること、又は発毛
後の毛を抜け難くすることである、請求項２又は３のいずれか１項に記載の育毛促進用組
成物。
【請求項５】
　前記（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分の質量比が、１：０．０５：０．０８の
割合で含まれる、請求項２～４のいずれか１項に記載の育毛促進用組成物。
【請求項６】
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
を含み、ミノキシジル含有組成物の発毛作用を補完する為の、組成物。
【請求項７】
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；又は
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩
を含有する、硫酸転移酵素１Ａ１遺伝子発現促進用組成物。
【請求項８】
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；又は
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩
を含有する、生体内でのミノキシジルの硫酸ミノキシジルへの変換を促進するための組成
物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は育毛促進用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪は一定の周期で生え替わっており、毛乳頭細胞や外毛根鞘細胞等から分泌される種
々の因子によってコントロールされている。そのような因子として、肝細胞増殖因子（Ｈ
ＧＦ）、血管内皮細胞増殖因子（ＶＥＧＦ）、線維芽細胞増殖因子（ＦＧＦ）、ＧＬＩ転
写因子、Ｗｎｔタンパク質等が知られている（非特許文献１、２）。
【０００３】
　ここで、特許文献１には、タウリンは毛髪の成長期を延長することから、育毛促進効果
に優れることが開示されている。
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【０００４】
　特許文献２には、米抽出物は肝細胞増殖因子の産生を促進することから、育毛促進効果
に優れることが開示されている。
【０００５】
　特許文献３には、タケノコ抽出物は毛乳頭細胞を賦活し、血管内皮細胞増殖因子及び線
維芽細胞増殖因子の産生を促進することから、育毛促進効果に優れることが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－０９７１１６号公報
【特許文献２】特開２００４－０９９５０３号公報
【特許文献３】特開２０１３－１８０９９９号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｋａｒｏｌｉｎｅ　Ｋｒａｕｓｅ　ａｎｄ　Ｋｅｒｓｔｉｎ　Ｆｏｉｔ
ｚｉｋ　（２００６）　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｈａｉｒ　Ｆｏｌｌｉｃｌｅ：
Ｔｈｅ　Ｂａｓｉｃｓ．　Ｓｅｍｉｎａｒｓ　ｉｎ　Ｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｍｅｄｉｃｉ
ｎｅ　ａｎｄ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　２５（１）：２－１０．
【非特許文献２】Ｒｉｓｈｉｋａｙｓｈ　ｅｔ．　ａｌ．,（２０１４）　Ｓｉｇｎａｌ
ｉｎｇ　Ｉｎｖｏｌｖｅｄ　ｉｎ　Ｈａｉｒ　Ｆｏｌｌｉｃｌｅ　Ｍｏｒｐｈｏｇｅｎｅ
ｓｉｓ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．　Ｉｎｔ．　Ｊ．　Ｍｏｌ．　Ｓｃｉ．１５
：１６４７－１６７０．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、育毛を促進するための組成物、胎盤増殖因子の発現を促進する為の組成物等
を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩が、育毛効果を有す
ることを見出し、本発明を完成した。
【００１０】
　特に、本発明者らは、パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；ピリド
キシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及びトコフェロール、トコフェロール
の誘導体、又はそれらの塩を含有する組成物が、毛根の強さや毛の濃さの増進、又は毛の
長さの伸長に有用であることを見出し、本発明を完成した。また、本発明者らは、特にパ
ントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩が、毛乳頭細胞に作用し、胎盤増殖
因子の発現を促進することを見出し、本発明を完成した。
【００１１】
　すなわち、本発明は、下記に掲げる胎盤増殖因子発現促進用組成物、育毛促進用組成物
、及びミノキシジル含有組成物の発毛作用を補完する為の組成物を提供する。
【００１２】
　項１．
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
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から成る群より選択される１種又は２種以上を含有する、胎盤増殖因子発現促進用組成物
。
　項２．
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
を有効成分として含む、育毛促進用組成物。
　項３．
　上記育毛促進が、毛髪のハリ・コシの減退、量の減少、ボリュームの低下、又は細化の
症状の進行防止又は予防である、項１に記載の育毛促進用組成物。
　項４．
　前記育毛促進が、発毛後の毛を伸長させること、発毛後の毛を太くすること、又は発毛
後の毛を抜け難くすることである、項１又は２のいずれか１項に記載の育毛促進用組成物
。
　項５．
　前記（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分の質量比が、１：０．０５：０．０８の
割合で含まれる、項１～３のいずれか１項に記載の育毛促進用組成物。
　項６．
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
を含み、ミノキシジル含有組成物の発毛作用を補完する為の、組成物。
　項７．
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；又は
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；
を含有する、硫酸転移酵素１Ａ１遺伝子発現促進用組成物。
　項８．
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；又は
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；
を含有する、生体内でのミノキシジルの硫酸ミノキシジルへの変換を促進するための組成
物。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、優れた胎盤増殖因子発現促進用組成物を提供できる。
　また、本発明によれば、優れた硫酸転移酵素１Ａ１遺伝子発現促進用組成物を提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、毛乳頭細胞をパントテニルエチルエーテル処理に供した時のＰＧＦ遺伝
子発現評価の結果を示すグラフである。
【図２】図２は、毛乳頭細胞をピリドキシン塩酸塩処理に供した時のＰＧＦ遺伝子発現評
価の結果を示すグラフである。
【図３】図３は、毛乳頭細胞をトコフェロール酢酸エステル処理に供した時のＰＧＦ遺伝
子発現評価の結果を示すグラフである。
【図４】図４は、マウスの髭器官を、パントテニルエチルエーテル、ピリドキシン塩酸塩
、又はトコフェロール酢酸エステルのそれぞれ単独で処理した時の髭の伸長量を示すグラ
フである。
【図５】図５は、マウスの髭器官を、パントテニルエチルエーテル、ピリドキシン塩酸塩
、及びトコフェロール酢酸エステルで処理した時の髭の伸長量を示すグラフである。
【図６】図６は、マウスの髭器官を、パントテニルエチルエーテル、ピリドキシン塩酸塩
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、及びトコフェロール酢酸エステルで処理した時の、毛乳頭細胞におけるＰＧＦ遺伝子発
現評価の結果を示すグラフである。
【図７】図７は、ヒト毛包ケラチノサイトをパントテニルエチルエーテル処理に供した時
の硫酸転移酵素１Ａ１遺伝子発現評価の結果を示すグラフである。
【図８】図８は、ヒト毛包ケラチノサイトをピリドキシン塩酸塩処理に供した時の硫酸転
移酵素１Ａ１遺伝子発現評価の結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本明細書において用語「育毛」とは、毛の発育・成長を促すように有利に働く作用を包
含する。特に毛髪や睫毛のハリ・コシの減退、頭頂部又はその他の部位における髪の量の
減少やボリュームの低下、あるいは髪の細化の症状の進行防止又は予防の他、発毛後の毛
を伸長させること、発毛後の毛を太くすること、又は発毛後の毛を抜け難くすること等も
含む。このような作用によって、例えば、毛髪の望ましくないうねりの抑制などにも役立
つ。
【００１６】
　毛とは、ヒトを含む動物における身体に生える任意の毛を意味し、例えば、毛髪（頭髪
）、眉毛、睫毛、口髭、顎鬚、胸毛、背部毛などのあらゆる体毛を意味し、主には、毛髪
、眉毛、又は睫毛を意味する。
【００１７】
　本明細書で、「有効成分として含有する」とは、例えば、（Ａ）成分について、（Ｂ）
成分について、又は（Ｃ）成分について、或いは（Ａ）～（Ｃ）成分の組み合わせ、また
はさらに、他の成分との併用の作用によって、本発明の効果が発揮されることを明示する
意味である。有効成分は、実製品の表示に有効成分と表示するか否かとは直接関連はない
。
【００１８】
　本明細書で、「ｗ／ｖ％」は、ｇ/１００ｍｌを意味する。「ｖ／ｖ％」は、ｍｌ/１０
０ｍｌを意味する。
【００１９】
　胎盤増殖因子（ｐｌａｃｅｎｔａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃｔｏｒ：　ＰｌＧＦ）は、
血管内皮増殖因子（ｖａｓｃｕｌａｒ　ｅｎｄｏｔｈｅｌｉａｌ　ｇｒｏｗｔｈ　ｆａｃ
ｔｏｒ：　ＶＥＧＦ）ファミリーに分類されるサイトカインであり、ＶＥＧＦ受容体－１
（Ｆｌｔ－１）に特異的に結合する。一般にＰＩＧＦとも略されるが、本明細書では、「
胎盤増殖因子」と「ＰＧＦ」とを同意義に用いる。
【００２０】
［胎盤増殖因子発現促進用組成物］
　本発明は、
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
から成る群より選択される１種又は２種以上を含有する、胎盤増殖因子発現促進用組成物
に関する。
【００２１】
（（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩）
　本発明で用いられる（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩は、
医薬品、医薬部外品又は化粧品分野において用いられるものであれば特に限定されない。
（Ａ）成分としては、限定はされないが、パントテン酸、パントテン酸カルシウム、パン
トテニルアルコール（パンテノール）、Ｄ－パンテサイン、Ｄ－パンテチン、補酵素Ａ、
及びパントテニルエチルエーテルからなる群より選択されることが好ましい。これらの成
分は、１種単独で使用することもできるし、２種以上を組み合わせて使用することもでき
る。
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【００２２】
　本発明の胎盤増殖因子発現促進用組成物において、組成物の全量に対する（Ａ）成分の
含有量は、他の成分とのバランスによって適宜設定される。組成物の全量に対して、（Ａ
）成分の含有量は、本発明における効果を発揮する観点から、好ましくは、０．１～５ｗ
／ｖ％、より好ましくは０．３～３ｗ／ｖ％、さらに好ましくは、０．５～２ｗ／ｖ％で
ある。
【００２３】
（（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩）
　本発明で用いられる（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩は、
医薬品、医薬部外品又は化粧品分野において用いられるものであれば特に限定されない。
ピリドキシン又はピリドキシンの誘導体としては、例えば、ピリドキシン、ピリドキサー
ル、及びピリドキサミンを挙げることができる。またこれらの塩としては、限定はされな
いが、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、臭化水素酸塩、リン酸塩等が挙げられる。（Ｂ）成分と
しては、特には、ピリドキシン塩酸塩が好ましい。これらの成分は、１種単独で使用する
こともできるし、２種以上を組み合わせて使用することもできる。
【００２４】
　本発明の胎盤増殖因子発現促進用組成物において、組成物の全量に対する（Ｂ）成分の
含有量は、他の成分とのバランスによって適宜設定される。組成物の全量に対して、（Ｂ
）成分の含有量は、本発明における効果を発揮する観点から、好ましくは、０．００１～
１ｗ／ｖ％、より好ましくは０．００５～０．５ｗ／ｖ％、さらに好ましくは、０．０１
～０．１ｗ／ｖ％である。
【００２５】
　（Ａ）成分と（Ｂ）成分の質量比は、とくに限定はされないが、好ましくは、（Ａ）成
分１質量部に対して、（Ｂ）成分０．００１～１質量部、より好ましくは、０．００５～
０．５質量部、さらに好ましくは、０．０１～０．１質量部である。
【００２６】
（（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩）
　本発明で用いられる（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
は、医薬品、医薬部外品又は化粧品分野において用いられるものであれば特に限定されな
い。限定はされないが、トコフェロールは、α－トコフェロール、β－トコフェロール、
γ－トコフェロール、δ－トコフェロールの何れも用いることができる。本発明の効果を
顕著に奏する点で、α－トコフェロールが好ましい。トコフェロールの誘導体としては、
酢酸トコフェロール、ニコチン酸トコフェロール、コハク酸トコフェロール、リノレン酸
トコフェロールのようなトコフェロールの有機酸エステルなどが挙げられる。（Ｃ）成分
としては、トコフェロールの有機酸エステルを用いるのが好ましく、酢酸トコフェロール
が特に好ましい。これらの成分は、１種単独で使用することもできるし、２種以上を組み
合わせて使用することもできる。
【００２７】
　本発明の胎盤増殖因子発現促進用組成物において、組成物の全量に対する（Ｃ）成分の
含有量は、他の成分とのバランスによって適宜設定される。組成物の全量に対して、（Ｃ
）成分の含有量は、本発明における効果を発揮する観点から、好ましくは、０．００１～
１ｗ／ｖ％、より好ましくは０．００５～０．５ｗ／ｖ％、さらに好ましくは、０．０１
～０．１ｗ／ｖ％である。
【００２８】
　（Ａ）成分と（Ｃ）成分の質量比は、とくに限定はされないが、好ましくは、（Ａ）成
分１質量部に対して、（Ｃ）成分０．００１～１質量部、より好ましくは、０．００５～
０．５質量部、さらに好ましくは、０．０１～０．１質量部である。
【００２９】
　また、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分の質量比は、とくに限定はされないが
、好ましくは、（Ａ）成分１質量部に対して、（Ｂ）成分０．００１～１質量部、（Ｃ）
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成分０．００１～１質量部、より好ましくは、（Ｂ）成分０．００５～０．５質量部、（
Ｃ）成分０．００５～０．５質量部、さらに好ましくは、（Ｂ）成分０．０１～０．１質
量部、（Ｃ）成分０．０１～０．１質量部、最も好ましくは（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及
び（Ｃ）成分の質量比が、１：０．０５：０．０８である。
【００３０】
（基剤・担体）
　本発明において、胎盤増殖因子発現促進用組成物は、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（
Ｃ）成分の他、本発明の効果を損なわない範囲で、医薬外用剤、医薬部外品、化粧品用の
薬学的又は生理学的に許容される基剤又は担体を含むことができる。
【００３１】
　このような基剤又は担体としては、水、エタノール、流動パラフィン、スクワラン、ワ
セリン、ゲル化炭化水素（プラスチベースなど）、オゾケライト、ａ－オレフィンオリゴ
マー、及び軽質流動パラフィンのような炭化水素；メチルポリシロキサン、高重合メチル
ポリシロキサン、環状シリコーン、アルキル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、ポ
リエーテル変性シリコーン、ポリグリセリン変性シリコーン、シリコーン・アルキル鎖共
変性ポリエーテル変性シリコーン、シリコーン・アルキル鎖共変性ポリグリセリン変性シ
リコーン、ポリエーテル変性分岐シリコーン、ポリグリセリン変性分岐シリコーン、アク
リルシリコーン、フェニル変性シリコーン、及びシリコーンレジンのようなシリコーン油
；ヤシ油、オリーブ油、コメヌカ油、シアバターのような油脂；ホホバ油、ミウロウ、キ
ャンデリラロウ、及びラノリンのようなロウ類；セタノール、セトステアリルアルコール
、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、イソステアリル
アルコール、フィトステロール、及びコレステロールのような高級アルコール；エチルセ
ルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、及びヒドロキシプロピルメチルセルロースの
ようなセルロース誘導体；ポリビニルピロリドン；カラギーナン；ポリビニルブチラート
；ポリエチレングリコール；ジオキサン；ブチレングリコールアジピン酸ポリエステル；
ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソプロピル
、パルミチン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、及びテトラ２－エチルヘキサン酸ペン
タエリスリットのようなエステル類；デキストリン、及びマルトデキストリンのような多
糖類；カルボキシビニルポリマー、及びアルキル変性カルボキシビニルポリマーのような
ビニル系高分子；メタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イ
ソブチルアルコール、ｓｅｃ－ブチルアルコール、ｔｅｓｔ－ブチルアルコール等のよう
な低級（炭素数１～４）アルコール；並びにエチレングリコールモノメチルエーテル、エ
チレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエ
チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエ
チレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プ
ロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、
ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、及びジプロピレングリコールモノプロピル
エーテルのようなグリコールエーテル；グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリン、ポ
リエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレ
ングリコール、ソルビトール、マンニトール、トレハロース、エリスリトール、キシリト
ールなどのポリオール類などが挙げられる。
　基剤又は担体は、１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて使用できる。
【００３２】
（添加剤）
　本発明において、胎盤増殖因子発現促進用組成物は、医薬外用剤、医薬部外品、化粧品
用の薬学的又は生理学的に許容される添加剤を含むことができる。このような添加剤とし
ては、酸化防止剤、界面活性剤、増粘剤、保存剤、ｐＨ調整剤、安定化剤、刺激軽減剤、
防腐剤、着色剤、香料、溶解補助剤等が挙げられる。界面活性剤としては、例えばアニオ
ン界面活性剤、カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤等が挙げられ
る。
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【００３３】
　アニオン界面活性剤としては、例えば、カルボン酸系アニオン界面活性剤、スルホン酸
系アニオン界面活性剤、リン酸系アニオン界面活性剤、アミノ酸系アニオン界面活性剤、
蛋白加水分解物系アニオン界面活性剤等が挙げられる。カルボン酸系アニオン界面活性剤
としては、脂肪酸塩、エーテルカルボン酸塩、アミドエーテルカルボン酸塩等が挙げられ
る。脂肪酸塩としては、例えばＣ８～Ｃ２２の脂肪酸等の塩が挙げられ、具体的にはカプ
リル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、ペンタデシル酸、パル
ミチン酸、パルミトレイン酸、マルガリン酸、ステアリン酸、オレイン酸、バクセン酸、
リノール酸、アラキジン酸、ベヘン酸等の塩が挙げられる。エーテルカルボン酸塩として
は、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテルカルボキシレート、ポリオキシエチレン
ココイルエーテルカルボキシレート、ポリオキシエチレンラウリルエーテルカルボキシレ
ート、ポリオキシエチレンミリスチルエーテルカルボキシレート等の塩が挙げられる。ス
ルホン酸系アニオン界面活性剤としては、例えば、アルキル硫酸塩（ラウリル硫酸塩等の
Ｃ８～Ｃ２２アルキル硫酸塩）、アルキルスルホン酸塩（ラウリルスルホン酸塩等のＣ８
～Ｃ２２アルキルスルホン酸塩）、アルキルオキシアルキルスルホン酸塩（アルキルオキ
シＣ８～Ｃ２２アルキルスルホン酸塩）、アルキルアリール硫酸塩（ラウリルフェニル硫
酸塩等のＣ８～Ｃ２２アルキルアリール硫酸塩）、アルキルベンゼンスルホン酸塩（ラウ
リルベンゼンスルホン酸塩等のＣ８～Ｃ２２アルキルベンゼンスルホン酸塩）、アルキル
ポリオキシエチレン硫酸塩、グリセリル硫酸塩、アシルアルキルタウリン塩（ココイルメ
チルタウリン塩等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルアルキルタウリン塩）、アシルアルキルタ
ウリンタウリン塩（ココイルメチルメチルタウリン等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルアルキ
ルタウリンとタウリン塩との混合物）、アシルイセチオン酸塩（ラウロイルイセチオン酸
塩等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルイセチオン酸塩）、ポリオキシエチレンアルキルエーテ
ル硫酸塩（ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン等）、ポリオ
キシアルキレン脂肪酸アミドエーテル硫酸塩、スルホコハク酸塩（Ｃ８～Ｃ２２アルキル
スルホサクシネート、ポリオキシエチレンＣ８～Ｃ２２アルキルスルホサクシネート、ポ
リオキシエチレンポリオキシプロピレンスルホサクシネート等）等が挙げられる。リン酸
系アニオン界面活性剤としては、例えば、モノアルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンア
ルキルエーテルリン酸塩、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルリ
ン酸塩等が挙げられる。アミノ酸系アニオン界面活性剤としては、例えば、アシルグルタ
ミン酸塩（ココイルグルタミン酸塩等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルグルタミン酸塩）、ア
シルグリシン塩（ココイルグリシン塩等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルグリシン塩）、アシ
ルアラニン塩（ココイルアラニン塩等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルアラニン塩）、アシル
アルキルアラニン塩（ラウロイルメチルアラニン塩等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルアルキ
ルアラニン塩）、アシルアスパラギン酸塩（ラウロイルアスパラギン酸塩等のＣ８～Ｃ２
２アルカノイルアスパラギン酸塩）、モノアルキルリン酸塩（Ｃ８～Ｃ２２アルキルリン
酸塩等）、アシルサルコシン塩（ココイルサルコシン塩等のＣ８～Ｃ２２アルカノイルサ
ルコシン塩）等が挙げられる。蛋白加水分解物系アニオン界面活性剤としては、例えば、
アルキル加水分解コラーゲン塩、ヤシ油脂肪酸加水分解コラーゲン塩、アルキル加水分解
シルク塩等が挙げられる。
【００３４】
　カチオン界面活性剤としては、例えば、アルキルトリメチルアンモニウム塩、ジアルキ
ルジメチルアンモニウム塩、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩等が挙げられる。
これらの塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩等が挙げられる。
【００３５】
　両性界面活性剤としては、例えば、カルボベタイン、スルホベタイン、イミダゾリニウ
ムベタイン、アミドベタイン等が挙げられる。具体的には、脂肪酸アミドプロピルベタイ
ン、ヒドロキシプロピルスルホベタイン、脱塩処理した２級のイミダゾリニウムベタイン
等が挙げられる。
【００３６】
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　非イオン界面活性剤としては、例えば、アミンオキサイド、グリセリン脂肪酸エステル
、ソルビタン脂肪酸エステル、アルキルポリグルコシド、ショ糖脂肪酸エステル、アルキ
ル糖アミド、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、
脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシアルキレン硬化ヒマシ油、アルキルモノグリセリ
ルエーテル等が挙げられる。具体的には、ラウリルジメチルアミンオキサイド、ラウリン
酸ジエタノールアミド、ミリスチルジメチルアミンオキサイド、ミリスチン酸モノエタノ
ールアミド、ミリスチン酸ジノエタノールアミド、イソステアリン酸モノグリセライド、
ラウリン酸モノエタノールアミド、オレイン酸モノグリセライド、ソルビタンモノラウレ
ート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビタンモノイソス
テアレート、ソルビタントリオレエート、アルキルポリグルコシド、ヤシ油脂肪酸モノエ
タノールアミド、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド等が挙げられる。
　添加剤は、１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて使用できる。
【００３７】
（薬理活性成分・生理活性成分）
　本発明において、胎盤増殖因子発現促進用組成物は、有効成分以外の、医薬外用剤、医
薬部外品、化粧品用の薬理活性成分又は生理活性成分を含むことができる。このような成
分としては、血行促進成分、血管新生促進因子、保湿成分、抗炎症成分、抗菌成分、有機
酸、有効成分以外のビタミン類、ペプチド又はその誘導体、アミノ酸又はその誘導体、細
胞賦活化成分、老化防止成分、角質軟化若しくは角質溶解成分、美白成分、収斂成分、血
管拡張成分、抗ヒスタミン成分、抗酸化成分、代謝賦活剤、清涼化剤等が挙げられる。ま
た、例えば、ミノキシジル、塩化カルプロニウム、アデノシン、ｔ－フラバノン、エチニ
ルエストラジオール、６－ベンジルアミノプリン、グリチルレチン酸、セファランチン、
ニコチン酸アミド、ニンジンエキス、センブリエキス等の育毛成分を含むこともでき、好
ましくは、ミノキシジル、塩化カルプロニウム、アデノシン、ｔ－フラバノン、エチニル
エストラジオールが挙げられる。
　薬理活性成分又は生理活性成分は、１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて使用で
きる。
【００３８】
（ｐＨ）
　本発明において、胎盤増殖因子発現促進用組成物のｐＨは、特に限定はされない。好ま
しくは、約４．０～８．０、約４．０～７．５、約４．０～７．０、約５．０～８．０、
約５．０～７．５、約５．０～７．０、約６．０～８．０、約６．０～７．５、約６．０
～７．０が挙げられる。
【００３９】
　上記範囲であれば、高ｐＨによる頭皮への刺激を避けることができる。
　ｐＨの調整は、リン酸、塩酸、硫酸のような無機酸；乳酸；乳酸ナトリウム；クエン酸
；クエン酸ナトリウム；リンゴ酸；リンゴ酸ナトリウム；コハク酸；コハク酸ナトリウム
；酒石酸；酒石酸ナトリウム；グルコン酸；グルコン酸ナトリウム等の有機酸などのｐＨ
調整剤を用いて行うことができる。また、必要に応じて、トリエタノールアミン、ジイソ
プロパノールアミン、トリイソプロパノールアミンのような有機塩基；水酸化カリウム、
水酸化ナトリウムのような無機塩基などのｐＨ調整剤を用いて行えばよい。
　ｐＨ調整剤は、１種を単独で、又は２種以上を組み合わせて使用できる。
【００４０】
（用途）
　本発明の胎盤増殖因子発現促進用組成物は、好ましくは、毛再生用製品、毛髪再生用製
品、発毛用製品、養毛用製品、又は脱毛抑制用製品等として、調製される。このうち、本
発明の胎盤増殖因子発現促進用組成物の用途として、特に好ましくは、頭皮頭髪用化粧品
（例えば、頭皮用ローション、頭皮用クリーム、シャンプー、ヘアコンディショナー、ヘ
アトリートメント、ヘアエッセンス、ヘアミスト、ヘアトニック）、スキンケア用化粧品
（例えば、ローション、クリーム、顔用クリーム、顔用ローション、乳液、パック、液体
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洗顔料、石鹸、まつげ美容液）、メーキャップ化粧品（例えば、アイライナー、アイブロ
ー）が例示され、最も好ましくは、頭皮用ローション、頭皮用クリーム、シャンプー、ヘ
アコンディショナー、ヘアトリートメント、ヘアエッセンス、ヘアトニック、まつげ美容
液、アイライナー、アイブローであり得るが、これらに限定されない。
【００４１】
　このように、本発明の胎盤増殖因子発現促進用組成物の剤形は、特に限定されず、液剤
、懸濁剤、乳剤、クリーム剤、ゲル剤、リニメント剤、ローション剤、及びエアゾール剤
等が挙げられる。また、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分を溶解させることがで
きる程度の水を含む場合は軟膏とすることもできる。中でも、液剤、懸濁剤、乳剤、ロー
ション剤、エアゾール剤が好ましく、液剤、ローション剤、エアゾール剤がより好ましい
。本発明の胎盤増殖因子発現促進用組成物の剤形は、クリーム剤、乳剤、及び場合により
軟膏剤、エアゾール剤等のように、油性基剤と水性基剤とを含む場合は、Ｗ／Ｏ型でもよ
く、Ｏ／Ｗ型でもよいが、使用感が良い点で、Ｏ／Ｗ型が好ましい。製剤は、第１７改正
日本薬局方総則に従い、又はこれに準拠して、各成分を混合することにより製造できる。
【００４２】
（容器）
　本発明において、胎盤増殖因子発現促進用組成物を充填する容器は特に限定されない。
医薬品外用剤、医薬部外品、化粧品用の容器として用いられるものであればよい。
　このような容器材質として、例えば、胎盤増殖因子発現促進用組成物との接触面の一部
又は全部、好ましくは全部が、ポリオレフィン、アクリル酸樹脂、テレフタル酸エステル
、２、６－ナフタレンジカルボン酸エステル、ポリカーボネート、ポリメチルテルペン、
フッ素樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂、ポリアセタール、変
性ポリフェニレンエテル、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリイミド、セルロースアセ
テート、アルミニウム、及びガラスからなる群より選ばれる少なくとも１種の材料で構成
されている容器が挙げられる。
【００４３】
（使用方法）
　本発明において、胎盤増殖因子発現促進用組成物の使用方法は、使用対象の毛の状態、
頭皮の状態、年齢、性別などによって異なるが、例えば以下の方法とすればよい。
　即ち、１日数回（例えば、約１～５回、好ましくは１～３回）、適量（例えば、約０．
５～２ｇ、又は０．５～２ｍｌ）を皮膚（例えば、頭皮）に適用すればよい。
　また、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分の１日使用量が、例えば、約１～２０
ｍｇ、５～１００ｍｇ、及び１０～５０ｍｇとなるように組成物を皮膚（例えば、頭皮）
に適用すればよい。適用方法は、剤形に合わせて、塗布、又は噴霧等とすればよい。適用
期間は、例えば約７日間以上とすればよい。また、本発明の効果が十分に得られるまで適
用すればよく、例えば６か月以内、少なくとも４か月以内とすればよい。
【００４４】
［育毛促進用組成物］
　本発明はまた、
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
を有効成分として含む、育毛促進用組成物に関する。
【００４５】
　育毛促進用組成物において、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分の定義及び量、
組み合わせて用いられる基剤、担体、添加剤、薬理活性成分、生理活性成分、ｐＨ、使用
方法等は、胎盤増殖因子発現促進用組成物の項で説明した内容に準じる。
【００４６】
［ミノキシジル含有組成物の発毛作用を補完する為の組成物］
　本発明はまた、
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　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩；及び
　（Ｃ）トコフェロール、トコフェロールの誘導体、又はそれらの塩
を含有し、ミノキシジル含有組成物の発毛作用を補完する為の組成物に関する。このよう
な組成物において、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分の定義及び量、組み合わせ
て用いられる基剤、担体、添加剤、薬理活性成分、生理活性成分、ｐＨ、使用方法等は、
胎盤増殖因子発現促進用組成物で説明した内容に準ずる。
【００４７】
［硫酸転移酵素１Ａ１遺伝子発現促進用組成物］
　本発明はまた、
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；又は
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩を含有する、硫酸転移酵
素１Ａ１遺伝子発現促進用組成物に関する。このような組成物において、（Ａ）成分及び
（Ｂ）成分の定義及び量、組み合わせて用いられる基剤、担体、添加剤、薬理活性成分、
生理活性成分、ｐＨ、使用方法等は、胎盤増殖因子発現促進用組成物の項で説明した内容
に準じる。
【００４８】
［生体内でのミノキシジルの硫酸ミノキシジルへの変換を促進するための組成物］
　本発明はまた、
　（Ａ）パントテン酸、パントテン酸の誘導体、又はそれらの塩；又は
　（Ｂ）ピリドキシン、ピリドキシンの誘導体、又はそれらの塩を含有する、生体内での
ミノキシジルの硫酸ミノキシジルへの変換を促進するための組成物に関する。ミノキシジ
ルは、体内に存在する「硫酸転移酵素」により「硫酸ミノキシジル」に変換されて作用す
ると考えられている為、このようなミノキシジルの硫酸化を促進できる物質は、ミノキシ
ジルの作用を十分に引き出す効果を発揮し得る。このような組成物において、（Ａ）成分
及び（Ｂ）成分の定義及び量、組み合わせて用いられる基剤、担体、添加剤、薬理活性成
分、生理活性成分、ｐＨ、使用方法等は、胎盤増殖因子発現促進用組成物の項で説明した
内容に準じる。
【実施例】
【００４９】
　次に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定される
ものではない。
【００５０】
　育毛作用に及ぼすパントテニルエチルエーテル、ピリドキシン塩酸塩又はトコフェロー
ル酢酸エステルの効果を複数の観点から調べるため、以下の試験を行った。以下の試験で
は、細胞の培養はＣＯ２（５％）インキュベーター内で行った。
【００５１】
　なお、試験例の結果として表わされる遺伝子発現量は、補正値であり、試験例１におい
ては、ハウスキーピング遺伝子として、βアクチン（ＡＣＴＢ）を用いた。
【００５２】
＜試験１：ＰＧＦ遺伝子発現の評価＞
（１）パントテニルエチルエーテルの影響の検証
　以下の手順に従い、毛乳頭細胞からｔｏｔａｌ　ＲＮＡを抽出し、ＰＧＦ遺伝子発現量
の解析を行った。
【００５３】
　１０％ＦＢＳ含有ＤＭＥＭに懸濁したヒト頭髪毛乳頭細胞（ＨＦＤＰＣ）（東洋紡績株
式会社製）を４×１０４ｃｅｌｌｓ／ｗｅｌｌになるように、コラーゲンコートした２４
ウェルプレートに播種し、３７℃で４８時間培養した。細胞の生育に問題がないことを顕
微鏡観察により確認した後、パントテニルエチルエーテルの終濃度が０．０３、０．１、
０．３ｖ／ｖ％になるように０．１％ＦＢＳ含有ＤＭＥＭで調製した溶液を細胞に添加し
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た。３７℃で２４時間培養した後、細胞を回収しＰＧＦの遺伝子発現量をリアルタイムＰ
ＣＲ法にて測定した。評価はｎ＝３で行った。なお、対照として、パントテニルエチルエ
ーテルを添加していないものを用いた。
【００５４】
（２）ピリドキシン塩酸塩又はトコフェロール酢酸エステルの影響の検証
　同様に、パントテニルエチルエーテルの代わりに、ピリドキシン塩酸塩の終濃度０．０
１、０．０３、又は０．１ｗ／ｖ％、或いは、トコフェロール酢酸エステル０．０１、０
．０３ｖ／ｖ％、又は０．１ｖ／ｖ％を用いて、ＰＧＦ遺伝子発現の評価を行った。
【００５５】
　これらの結果を図１～図３に示す。図１から明らかな通り、パントテニルエチルエーテ
ルは、毛乳頭細胞に作用し、濃度依存的にＰＧＦ遺伝子発現を亢進することがわかった。
さらに同様に、図２～図３に示す通り、ピリドキシン塩酸塩及びトコフェロール酢酸エス
テルも、それぞれ、毛乳頭細胞に作用し、濃度依存的にＰＧＦ遺伝子発現を亢進すること
がわかった。
【００５６】
＜試験２：マウス髭器官培養による評価＞
　以下の手順に従い、マウス髭器官培養を行った。評価には９日齢のマウス（Ｂ６Ｃ３Ｆ
１）を用いた。
【００５７】
　具体的には、まず、器官培養０日目に髭毛包を単離し、マイクロスコープにて撮影を行
った。その後、２４ウェルプレート中で、０．３ｗ／ｖ％パントテニルエチルエーテル、
０．０１５ｗ／ｖ％ピリドキシン塩酸塩、又は０．０２４ｗ／ｖ％トコフェロール酢酸エ
ステルを含む１０％ＦＢＳ含有－ＲＰＭＩ１６４０培地中で、毛包を培養した。培養開始
から３日経過後に再度毛包を撮影し、髭の長さを測定し、３日間の培養で伸長した長さを
求めた。評価はｎ＝９で行った。なお、対照として、各成分を添加していない１０％ＦＢ
Ｓ含有－ＲＰＭＩ１６４０培地のみを用いた。結果を図４に示す。
【００５８】
　同様に、別途、２４ウェルプレート中で、０．３ｗ／ｖ％パントテニルエチルエーテル
、０．０１５ｗ／ｖ％ピリドキシン塩酸塩、及び０．０２４ｗ／ｖ％トコフェロール酢酸
エステルを含む１０％ＦＢＳ－ＲＰＭＩ１６４０培地中で毛包を培養し、３日間の培養で
伸長した長さを計算して求めた。また、器官培養２４時間後に、毛包から毛乳頭組織を単
離し、毛乳頭細胞からｔｏｔａｌ　ＲＮＡを抽出し、ＰＧＦ遺伝子発現量の解析を行った
。結果を図５及び６にそれぞれ示す。
【００５９】
　図４に示されるとおり、パントテニルエチルエーテル、ピリドキシン塩酸塩、又はトコ
フェロール酢酸エステルをそれぞれ単独で用いた場合は、マウス髭器官は有意に伸長され
なかった。
【００６０】
　一方、図５に示されるとおり、パントテニルエチルエーテル、ピリドキシン塩酸塩、及
びトコフェロール酢酸エステルの３成分を組み合わせた場合は、マウス髭器官は有意に伸
長した。また、図６に示されるとおり、それら３成分を組み合わせて投与した際の毛乳頭
細胞では、ＰＧＦ遺伝子の発現が亢進していた。
【００６１】
これらの結果は、パントテニルエチルエーテル、ピリドキシン塩酸塩、及びトコフェロー
ル酢酸エステルの３成分を組み合わせることにより、ＰＧＦの産生が亢進し、毛の伸長が
促進されることを示すものである。
【００６２】
＜試験３：硫酸転移酵素（ＳＵＬＴ）１Ａ１遺伝子発現の評価＞
（１）パントテニルエチルエーテルの影響の検証
　以下の手順に従い、ヒト毛包ケラチノサイトからｔｏｔａｌ　ＲＮＡを抽出し、ＳＵＬ
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【００６３】
　keratinocyte medium（ScienCell Research Laboratories社製;品番2101NZ）に懸濁し
たヒト毛包ケラチノサイト（ＨＨＦＫ）（ScienCell Research Laboratories社製;品番24
40）を５×１０４ｃｅｌｌｓ／ｗｅｌｌになるように、２４ウェルプレートに播種し、３
７℃で４８時間培養した。細胞の生育に問題がないことを顕微鏡観察により確認した後、
パントテニルエチルエーテルの終濃度が０．０３、０．１、又は０．３ｖ／ｖ％になるよ
うにDefined Keratinocyte-SFM(Thermo Fisher Scientific社製;品番10744019)で調製し
た溶液を細胞に添加した。３７℃で２４時間培養した後、細胞を回収しSULT1A1の遺伝子
発現量をリアルタイムＰＣＲ法にて測定した。評価はｎ＝３で行った。なお、対照として
、パントテニルエチルエーテルを添加していない溶液を用いた。結果を図７に示す。
【００６４】
（２）ピリドキシン塩酸塩の影響の検証
　同様に、パントテニルエチルエーテルの代わりに、ピリドキシン塩酸塩の終濃度０．０
１、０．０３、０．１ｗ／ｖ％を用いて、SULT1A1遺伝子発現の評価を行った。結果を図
８に示す。
【００６５】
　図７に示されるとおり、パントテニルエチルエーテルは、ヒト毛包ケラチノサイトに作
用し、濃度依存的にSULT1A1遺伝子発現を亢進することがわかった。さらに同様に、図８
に示されるとおり、ピリドキシン塩酸塩も、ヒト毛包ケラチノサイトに作用し、濃度依存
的にSULT1A1遺伝子発現を亢進することがわかった。これらの結果は、パントテニルエチ
ルエーテル及びピリドキシン塩酸塩が、生体内でのミノキシジルの硫酸ミノキシジルへの
変換を促進する作用を有することを示唆している。
【００６６】
　［製剤例］
　下記表１～２に製剤例を示す。製剤例中の含有量を示す数値は、いずれもｗ／ｖ％であ
る。
【００６７】

【表１】

【００６８】
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【図１】 【図２】
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